
広島市規則第２６号

令和７年３月２８日

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（昭和４３年広島市規則第４号）の一部を次のように改正する。

第７条の２第１号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
こ

第１９条の４中「１万２，０００円」を「８，０００円」に改める。

第１９条の６を次のように改める。

第１９条の６ 削除

第１９条の１０第１号ア中「１，５４０万円」を「１，４３５万円」に

改め、同号イ中「１，５００万円」を「１，３９５万円」に改め、同号ウ

中「１，４６０万円」を「１，３５０万円」に改め、同号エ中「８７５万

円」を「８６５万円」に改め、同号カ中「６１５万円」を「６２０万円」

に改め、同号キ中「４８５万円」を「５００万円」に改め、同号ケ中「２

５０万円」を「２５５万円」に改め、同号コ中「１９５万円」を「２００

万円」に改め、同号サ中「１４５万円」を「１５０万円」に改め、同号シ

中「１０５万円」を「１１０万円」に改め、同号ス中「７５万円」を「８



０万円」に改め、同号セ中「４５万円」を「５０万円」に改め、同条第２

号ア中「９１５万円」を「８４５万円」に改め、同号イ中「８８５万円」

を「８２０万円」に改め、同号ウ中「８５５万円」を「７９０万円」に改

め、同号エ中「５２０万円」を「５００万円」に改め、同号オ中「４４５

万円」を「４３０万円」に改め、同号カ中「３７５万円」を「３６０万円｣

に改め、同号キ中「３００万円」を「２９０万円」に改め、同号ケ中「１

５５万円」を「１５０万円」に改め、同号コ中「１２５万円」を「１２０

万円」に改め、同号サ中「９５万円」を「９０万円」に改め、同号シ中

「７５万円」を「７０万円」に改め、同号ス中「５５万円」を「５０万円｣

に改め、同号セ中「４０万円」を「３５万円」に改める。

第１９条の１１第１号ア中「１，８６０万円」を「１，７３５万円」に

改め、同号イ中「１，０５５万円」を「１，０４５万円」に改め、同条第

２号ア中「１，８６０万円」を「１，７３５万円」に改め、同号イ中「１，

０５５万円」を「１，０４５万円」に改め、同条第３号ア中「１，３０２

万円」を「１，２１５万円」に改め、同号イ中「７４０万円」を「７３０

万円」に改め、同条第４号ア中「７４４万円」を「６９５万円」に改める。

附 則

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１９条の４

の改正規定、第１９条の６の改正規定、第１９条の１０第１号の改正規

定及び第１９条の１１各号の改正規定は公布の日から、第７条の２第１

号の改正規定は同年６月１日から施行する。

２ 改正後の第１９条の１０第２号の規定は、この規則の施行の日以後に

支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に



支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例

による。


